
第２８号議案 

 

   東京都台東区大規模マンション等の建設における保育所等

の整備に係る事前届出等に関する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成２６年６月３日 

 

提出者 東京都台東区長  吉   住    弘 

 

（提案理由） 

 この案は、大規模マンション等の建設と保育所等の整備状況に

ついて調整を図るための事前届出等に関し必要な事項を定めるた

め提出します。 



   東京都台東区大規模マンション等の建設における保育所等

の整備に係る事前届出等に関する条例 

 

（目 的） 

第１条 この条例は、事業者が土地取引等の前に建設事業に関す

る事項を東京都台東区（以下「区」という。）に届け出ることに

より、区が大規模マンション等の建設と保育所等の整備状況に

ついて調整を図り、もって子育て環境の充実に資することを目

的とする。 

（定 義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 大規模マンション等 共同住宅であって住戸の総戸数が

１００戸以上の建築物（以下「大規模マンション」という。）

又は敷地面積が２,０００平方メートル以上若しくは延べ面

積が１万平方メートル以上の建築物（大規模マンションを除

く。）をいう。 

(２) 土地取引等 大規模マンション等の建設を目的とする土

地の売買（土地に関する所有権、地上権又は賃借権の移転又

は設定をする契約の締結をいう。）又は土地利用の変更（建替

えを含む。）を行うことをいう。 

 (３) 建設事業 大規模マンション等の建設を行うことをいう。 

 (４) 事業者 建設事業を行う者をいう。 

 (５) 保育所等 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

３９条に規定する保育所その他東京都台東区長（以下「区長」



という。）が認めるものをいう。 

（適用除外） 

第３条 次に掲げる建設事業については、この条例の規定は、適

用しない。 

(１) 国又は地方公共団体が行う建設事業 

(２) 学校、病院、老人福祉施設又は社寺に係る建設事業 

(３) 前２号に掲げるもののほか、区長が認める建設事業 

（建設事業の届出） 

第４条 事業者は、土地取引等を行う前に、台東区規則（以下「規

則」という。）で定める建設事業に関する事項を、区長に届け出

なければならない。 

２ 事業者は、前項の規定による届出の内容を変更するときは、

遅滞なく、変更内容を区長に届け出なければならない。 

３ 事業者は、建設事業を中止するときは、遅滞なく、その旨を

区長に届け出なければならない。 

（区長の意見） 

第５条 区長は、前条第１項又は第２項の規定による届出があっ

た日から６０日以内に、大規模マンション等の建設と保育所等

の整備状況について調整を図るため必要な意見を文書により、

当該届出を行った事業者に通知するものとする。ただし、通知

の期限については、理由を付して延長することができる。 

２ 前項の意見は、次のとおりとする。 

 (１) 区の計画的な保育所等の整備への協力 

 (２) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

（意見への回答） 



第６条 事業者は、前条第１項の規定による通知を受けた日から

６０日以内に、文書により区長に回答しなければならない。た

だし、区長は、当該事業者から文書により申出があったときは、

回答の期限を延長することができる。 

（回答の確認） 

第７条 区長は、前条の規定による回答があったときは、その内

容を確認し、その旨を文書により、当該回答を行った事業者に

通知するものとする。 

（届出等の非公開） 

第８条 第４条の規定による届出、第５条の意見、第６条の規定

による回答及び前条の規定による確認に係る文書については、

特定の者に不当な利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがな

いと区長が認めるまでの間、公開しない。ただし、建設事業に

係る土地の所有権を有する者から公開の請求があったときは、

この限りでない。 

（手続の前置） 

第９条 事業者は、第４条から第７条までに規定する手続を経た

後でなければ、次に掲げる届出及び申請を行うことができない。 

 (１) 東京都台東区集合住宅の建築及び管理に関する条例（平

成１７年３月台東区条例第３号）第６条第１項の規定による

届出 

 (２) 東京都台東区みどりの条例（平成４年１０月台東区条例

第３９号）第１７条第１項の規定による届出 

 (３) 東京都台東区景観条例（平成１４年１０月台東区条例第

４３号）第１２条第１項の規定による届出 



 (４) その他区長が必要と認める届出又は申請 

（勧 告） 

第１０条 区長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、当該事業者に対し、期限を定め、必要な措置を講

ずるよう勧告することができる。 

 (１) 第４条第１項若しくは第２項の規定による届出を行わな

いとき又は虚偽の届出を行ったとき。 

 (２) 第６条の規定による回答を行わないとき。 

（公 表） 

第１１条 区長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が、正

当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表するこ

とができる。 

（保育所等の整備状況の公表） 

第１２条 区長は、保育所等の整備について、その状況を公表す

るものとする。 

（委 任） 

第１３条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して６月を経過した日から施

行する。 

（準備行為） 

２ 第４条第１項の規定による届出については、この条例の施行

の日前においても行うことができる。 

（経過措置） 



３ この条例の規定は、この条例の施行の日以後に事業者が行う

土地取引等について適用する。 

４ この条例の施行の際、現に東京都台東区集合住宅の建築及び

管理に関する条例第６条第１項又は東京都台東区大規模建築物

建築指導要綱（平成３年１１月１５日付台建建発第８４号）第

６条第１項の規定による届出があった建設事業については、こ

の条例の規定は、適用しない。 

 


